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今回の表紙【愛知ビューフォトギャラリー】
[白鳥庭園のお正月]（名古屋市）
絶景がここに。中部地上をモチーフとした池泉回遊式庭園

白鳥庭園は中部地区で最大級となる日本庭園です。中部地方の地形から、築山を
御嶽山に、 そこからの流れを木曽川、その水が注ぎ込む池を伊勢湾に見立て、源
流から大海までの「水 の物語」がテーマとなった池泉回遊式庭園です。 滝や巨大
な岩により創り出された源流風景、清流がおりなす渓流風景、渓谷を覆う楓の紅
葉。 深山幽谷の雰囲気を感じながら、一年を通じて花や紅葉、雪吊りといった、
四季折々の風景 を楽しむことができるでしょう。
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明けましておめでとうございます。皆様におかれましては、健やかに新しい年をお迎えの

こととお慶び申し上げます。皆様にとって、本年がますます躍進と発展の年となり、ご健康

と幸福に満ちた一年となりますことを心よりお祈り申し上げます。 

昨年は、新型コロナウィルス感染症が５類となり、当協会の活動も、研修・講習会、部会・

委員会、啓蒙・情報提供、事故災害防止ならびに関連協会に関する事業をほぼ計画どおり、

実施することができました。これもひとえに、関係行政機関の方々をはじめ、会員の皆様の

ご指導、ご支援によって、なし得たものであり、心より厚く御礼申し上げます。本年も昨年

と同様に、協会活動へのご理解と、なお一層のご協力を宜しくお願い致します。 

高圧ガスの利用は、多岐にわたり、エネルギー、医療および製造業など、様々な分野で、

不可欠なものとなっていますが、安全性の確保や環境への配慮も、ますます重要になってお

ります。これらの課題に対して、より一層の努力と協力を重ねていかなければならないと考

えます。「安全第一」を共有し、最新の技術やノウハウを導入することによって、高圧ガス

の取扱いにおいて、より高い信頼性を確立することができると考えます。また、持続可能な

利用方法やエネルギーの効率的な利用に向けた取り組みを進め、社会全体の環境への負荷を

軽減していくことも重要であると考えます。 

新年は、新たなチャレンジや目標を掲げる好機でもあります。高圧ガスの分野においても、

革新的なアプローチや技術の導入によって、未来の可能性を広げていくことが期待されます。 

当協会は、高圧ガスの製造、貯蔵、消費、販売、輸送ならびに容器および機器の製造、取

扱いに関して、関係行政官公庁と密接な連携を保つとともに、会員相互の連絡を密にし、災

害の未然防止について、必要な事業を行い、企業の健全な発展と公共の安全を確保する、目

的を果たすため、活動を進めてまいります。会員各社様におかれましては、自主保安を基本

として、機器、施設、設備ならびに各種の基準類について、日々の点検や管理を確実に実施

することによって、安心かつ安全な事業活動を継続いただきますようお願い申し上げます。 

あらためて、会員各社様のご繁栄と、会員の皆様のご健勝、ご多幸を祈念申し上げまして、

新年のご挨拶とさせていただきます。 

                                  2024 年元旦 

会 長  丸 本 悦 造   

愛知県高圧ガス安全協会 
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新春を迎えて 
 

 

 

愛知県知事 

 

      大 村 秀 章 
 

あけましておめでとうございます。 

新たな年が、県民の皆様にとりまして素晴らしい1年となりますよう、心からお祈り申し上げま

す。 

昨年は、新型コロナウイルス感染症が5類感染症へ移行し、アフターコロナへの動きが加速する

中、安心な日常生活を取り戻し、社会経済活動を回すための取組をオール愛知一丸となって進めて

まいりました。 

そうした中、昨年は、新たに「もののけの里」が開園した「ジブリパーク」を始め、国内最大の

スタートアップ支援拠点「STATION Ai」や「愛知国際アリーナ」の整備を着実に推進するとともに、

2026 年の愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会に向けた準備をしっかりと進め、愛知を更な

る「飛躍」へと導く1年とすることができました。 

また、国に先駆けて取り組んだ「少子化対策パッケージ」や、本県独自の「休み方改革プロジェ

クト」など、時代の流れを見極めながら、愛知が「ファースト・ペンギン」となり、様々な取組に

果敢にチャレンジした1年でもありました。 

世界は、グローバル化やデジタル化の加速度的な進展、SDGs 実現に向けた潮流など、大きく変

化をしています。こうした変化に的確に対応し、将来にわたり、愛知が成長を続けていくためには、

何より、愛知を支える「人づくり」が重要となります。 

今年も、日本の未来を形づくるビッグプロジェクトを着実に進めるとともに、新時代を担う人材

の育成・発掘に力を注ぎ、「日本一元気なあいち」の実現を目指してまいります。 

今年3月には、ジブリパーク最大のエリアである「魔女の谷」が開園し、フルオープンを迎えま

す。また、10 月には、「STATION Ai」がいよいよ開業します。世界中から、最先端の技術・サービ

ス、人材を愛知に呼び込み、新たなイノベーションを次々と創出することで、更に人材が育ち集

まってくる、そうした人材の好循環を生みだし、更なる愛知の成長につなげてまいります。 

もちろん、こうした取組とあわせ、社会インフラ整備や農林水産業の振興、教育、女性の活躍、

医療・福祉、感染症対策、環境、雇用、多文化共生、防災・交通安全、東三河地域の振興など、県

民の皆様の生活と社会福祉の向上にも力を注いでまいります。 

引き続き、県民の皆様すべてが豊かさを実感できる「日本一住みやすい愛知」、すべての人が輝

き、未来へ輝く「進化する愛知」の実現を目指し、全力で取り組んでまいりますので、一層のご理

解とご支援をお願い申し上げます。 

2024年元旦 
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新春を迎えて 
 

 

名古屋市長 

 

    河 村 たかし 
 

 

“世界に誇れるマチ、一人の子どもも死なせないマチ、ナゴヤ” 

あけましておめでとうございます。年頭にあたり、謹んでご挨拶を申し上げます。 

まずは、市民の皆様が心待ちにされていると思いますが、消費喚起と地域経済の活性化を図るべ

く、今年も「プレミアム商品券」を発行いたします。今回で３回目、買物還元総額２００億円の実

現であります。「プレミアム商品券、市民税減税、コロナ禍の融資」の総額１兆円を超える取組み

を基に、さらにナゴヤの経済を盛り上げてまいります。 

さて、昨年１０月に杭州アジア・アジアパラ競技大会が閉幕し、いよいよ愛知・名古屋大会の開

幕まで残り３年を切りました。令和８年の開催に向けて、愛知県及び大会組織委員会と共同し、着

実に準備を進めてまいります。また、その後にはリニア中央新幹線の開業が控えており、ナゴヤが

より一層世界に開かれ、魅力あふれる都市となる絶好の機会であります。コロナ禍が明けて観光需

要・インバウンドが高まっている今だからこそ、ソフト・ハード面での投資を積極的に行い、ナゴ

ヤを盛り立ててまいります。 

その上でも、名古屋城木造天守復元事業は、ナゴヤにとって大きなミッションであります。昭和

５年に城郭として国宝第１号に指定された名古屋城は、古写真、昭和実測図などの史資料が残され

ており、歴史的建造物の再現の中でも十分な根拠による蓋然性の高い復元が可能な唯一無二の城で

あります。昨年は名古屋城バリアフリーに関する市民討論会において、当日、参加されていた一部

市民の方から他の参加者の方に対して、差別発言があり、私をはじめ、その場にいた職員の対応等

が問われております。現在、検証委員会にて市民討論会当日の検証がされておりますが、しっかり

と市民討論会当日の出来事に向き合い、私をはじめとした職員の人権意識の向上に努めます。その

上で、できるだけ多くの市民の皆様へ説明し、ご理解を得られるように努め、名古屋城木造天守復

元事業を進められるよう、邁進してまいります。 

そして、令和６年度からキャリア教育の時間を「キャリアタイム」と名付け、学校全体で充実を

図っていきます。「ナゴヤキャリアタイムサポーター」として、企業・団体・大学等にご協力いた

だき、子どもたちに仕事の内容や働く人の思い等を知る機会を様々な形で提供していきます。私と

しましても、子どもたちが、自分の好きなことを見つけ、人生の多様な選択肢の中で自分らしい生

き方を実現できるよう、そのための機会づくりに全力で応援をし、「一人の子どもも死なせないマ

チ ナゴヤ」を実現するとともに、世界の産業をリードしていくといった夢や希望に満ち溢れた人

材を創出すべく尽力します。 

本年もどうぞよろしくお願いいたします。                   

令和６年元旦 
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〇●〇令和５年度 愛知県高圧ガス移動防災講習会〇●〇 
  
 
 
 

高圧ガス輸送中の重大事故が頻発したことから昭和 46 年に高圧ガス保安法が改正され、

各県で高圧ガス地域防災協議会が組織されて高圧ガス移動防災訓練が始まりました。 

愛知県においては、当協会と愛知県ＬＰガス協会とで協議会を設立し、昭和 55 年から毎

年、高圧ガス移動防災訓練を実施してまいりましたが、新型コロナ感染拡大を受けて令和

2,3 年度の 2 回は中止となり、令和 4 年度には久しぶりの実地訓練を行うことができまし

た。その間に訓練の意義を問う声があったことなどから、過去の経緯を知る講師が現役のう

ちに、関係者に訓練の目的を再認識していただく必要があると考え、令和５年度移動防災訓

練は例年の実地訓練に代えて移動防災講習会とすることになりました。 

 

 １ 主催（愛知県、愛知県高圧ガス地域防災協議会） 

 ２ 開催日時（令和５年９月２６日（火）午後１時３０分から午後３時３０分まで） 

 ３ 開催場所（愛知県産業労働センター（ウインクあいち）大ホール） 

 ４ 内容 

  （１）主催者あいさつ（地域防；後藤会長、愛知県；木村防災安全局長） 

  （２）防災事業所を要とした高圧ガス移動防災体制（安全協会；宮地 義博 氏） 

  （３）引火爆発に関する安全講習（東レ株式会社；安藤 新悟 氏） 

  （４）LP ガス容器積載車両の事説（愛知県防災安全局･産業保安室；岩田主任） 

  他に、ＣＥ委員会によるパネルおよびバルブカットモデルの展示がありました。 

 

       

             CE 委員会によるロビー展示 

日 時  令和 5 年 9 月 26 日（火）13：30～15：30 

場 所  愛知県産業労働センター大ホール 

主 催  愛知県、愛知県高圧ガス地域防災協議会 
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 講習会には、270 名の参加者が集まり、まず主催者側から後藤会長による開会の辞、続

いて愛知県の木村防災安全局長による挨拶で講習会が始まりました。 

 

 

     

    東レ株式会社；安藤講師               愛知県 産業保安室；岩田主任 

 

※ 移動防災講習会の資料（一部抜粋）が愛知県の HP で公開されています。 

https://www.pref.aichi.jp/site/koatsugas/other-idoubousai.html 

   

 

 

   後藤会長       木村局長 

       270名の受講者 

       宮地講師   講習スライド例 → 
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〇●〇令和５年度 富山県高圧ガス移動防災訓練見学〇●〇 

                          日 時  令和 5 年 10 月 13 日（金）13：30～15：30 

                          場 所  砺波市砺波総合公園河川敷駐車場 

                          主 催  富山県、富山県高圧ガス地域防災協議会 

 

 当協会の運輸部会は愛知県移動防災訓練において訓練１「液化酸素タンクローリ事故発 

生時の通報及び応急措置訓練」を担当していますが、令和 5 年度の部会研修会行事とし 

て、富山県の移動防災訓練を見学しましたので合わせて報告します。 

    

                         開会式 

 

          液化塩素タンクローリで交通事故発生！ 吸収除害車が出動します。 

     

          LP ガスの気化ガス燃焼／液燃焼の比較実験 
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   モノシランガスの漏えい/消火訓練（富山県では粉末消火器を使用しています。） 

 

     

        水素ガスの物性展示（透過しやすいため風船がしぼむ） 

 

    
               LP ガス容器積載車両事故想定訓練 

 

当日は天気にも恵まれ、運輸部会員有志の 10 名が見守る中、富山県移動防災訓練が実施

されました。愛知県の移動防災訓練と似たところ、異なるところ、多くの気づきがあり、大

変参考になりました。 
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○◆○ 第６０回 愛知県高圧ガス保安大会 ○◆○ 
 

                     主 催 者  愛  知  県 

                            名 古 屋 市                            

                            愛知県高圧ガス安全協会 

                          (一社)愛知県ＬＰガス協会 

                            愛知県冷凍設備保安協会 

                            (一社)中部冷凍空調設備協会                        

                     協   賛  高圧ガス保安協会中部支部     

 
 今年度の愛知県高圧ガス保安大会は、10 月 24 日（火）午後 1 時 30 分より、関係３官庁

からのご来賓と各協会団体の会員事業所からの参加者を集めて、愛知県産業労働センター

（ウインクあいち）大ホールで開催されました。新型コロナ感染に係る制限が解除されて

から初めての保安大会であり、合計 217 名の参加者を迎えて盛会となりました。 

 開催に当り主催者を代表して愛知県知事代読・木村防災安全局長の開会挨拶があり、引

き続き令和５年度高圧ガス保安関係保安功労者等知事表彰の表彰式が行われました。 

 

  
       壇上の主催者・来賓             木村防災安全局長による開会挨拶 

 
多年に亘り高圧ガスの保安確保に尽力された保安功労者 3 名に対して、栄えある知事表

彰が授与され（当協会関係の受賞者は後記）、受賞者を代表して株式会社加藤熔材の加藤 浩

代表取締役社長が謝辞を述べられました。 

 表彰式終了後、来賓としてご出席頂いた経済産業省中部近畿産業保安監督部保安課長；

成瀬庸生様、愛知労働局労働基準部安全課長；濱田 勉様、愛知県警察本部生活安全部保安

課長；中村健宏様からご祝辞をいただきました。 
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      ㈱加藤熔材 加藤社長による謝辞 

         
                  声を出しての保安宣言唱和 

 
 第２部では、「北海道胆振東部地震の

製油所被災状況と南海トラフ地震への

備え」と題して、出光興産株式会社愛知

事業所安全環境室長；江野本信氏による

講演が行われました。 

 講演前半では、2018 年に起きた北海

道胆振東部地震に対する北海道製油所

の備え、緊急対応、復旧の様子を日を追

って説明され、その経験を基にした、南

海トラフ地震に対する愛知事業所の事

業継続計画（ＢＣＰ）について後半で述 

べられました。 

 大会の締めくくりに保安宣言の唱和があり、愛知

県高圧ガス安全協会の丸本悦造会長が代表で発声

され、参加者は全員起立して、３年ぶりとなる声を

出しての全員唱和を行って、第1部を終了しました。 

 
       第二部 江野本氏の講演 

 
   丸本会長による保安宣言 
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愛知県高圧ガス保安大会知事表彰  
（当協会分・敬称略） 

               ◎保安功労者 
              株式会社加藤熔材 
              （加藤 浩 代表取締役社長） 

                           
 

         
               則武産業保安室長と受賞者で記念撮影 
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第３７回中部高圧ガス保安大会 

 

 今年度の中部高圧ガス保安大会は、11月 15 日（水）名鉄グランドホテルで開催され、高

圧ガス保安中部近畿産業保安監督部長表彰の表彰式と記念講演が行われました。当協会で

の表彰該当者はありませんでした。なお、今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のた

めの人数制限がなくなり、当協会からは会長と各部会長など合計 10 名が参加しました。記

念講演会では、防災システム研究所所長；山村武彦氏により、「これからの防災・危機管

理～互近所とスマート防災～」と題した講演がありました。 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      中部高圧ガス保安大会 
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第６０回高圧ガス保安全国大会   
                          

 今年度の高圧ガス保安全国大会は、10 月 27 日（金）ＡＮＡインターコンチネンタルホテ

ル東京で開催され、高圧ガス保安経済産業大臣表彰、高圧ガス保安協会会長表彰の表彰式

及び講演会が行われました。当協会会員からは、株式会社松原商店の松原好成氏が保安功

労者として、大豊商事株式会社殿が優良販売業者として、それぞれ高圧ガス保安協会会長

表彰を授与されました。 

       

◎高圧ガス保安協会会長表彰 （当協会分・敬称略） 
 
 

      ◎保安功労者             ◎優良販売者 

       松原好成               大豊商事株式会社 

       株式会社松原商店           （写真は鈴木社長） 
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〔事業所トップに聞く〕 

＊＊＊ 当社の安全活動について ＊＊＊ 
 

  
 

１．当社の経営理念 

弊社は、1959 年に先代の片岡瀧郎が愛知県あま市で創立しました。元は高圧ガスの販売

のみでしたが、お客様から各種機械や工具に関してもご相談いただくようになり、事業を展

開して現在に至ります。 

国内で高圧ガスの供給が開始した当初、金属の溶接・切断のために利用されていました。

しかし産業界の技術革新に伴い、その用途は大きく拡がり、同時に、工業的な応用をするう

えで溶接機械・材料のみならず工作機械や機械工具、測定工具、住宅産業機器や安全保護具

に至るまで、多様な機械装置や技術、知識が関連するようになっています。弊社は単に機械

や材料を販売するだけでなく、お客様の生産活動の全体を見通し、製品それぞれのコストパ

フォーマンスを考慮して、最適な設備・機器を提案・お届けすることをモットーとしていま

す。そのためにお客様のご要望を引き出し、事業展開のビジョンなどをヒアリングし、生産

性や主要な生産物などを考慮して、顧客ニーズに即したご提案をきめ細やかなサービスを提

供するよう努めてまいります。 

 
２．事業所の概要 

本社所在地： 愛知県あま市七宝町沖之島九之坪 41番地 

設 立： 1959 年 8 月 

事 業 内 容： 高圧ガス／工作機械／機械工具／測定工具／住宅産業機器／建設資材／ 

       安全保護具／溶接関連商品／土木資材等 

取扱ガス： 酸素、液化酸素、窒素、液化窒素、アルゴン、液化アルゴン、液化炭酸ガス          

アセチレンガス、液化石油ガス、その他溶接用混合ガス 

沿 革： 

1959 年 8 月  愛知県あま市にて 会社を創業 

1989 年 8 月  商号を株式会社マルタキに変更 

2014 年 8 月   代表取締役に片岡 靖雄が就任 

株式会社マルタキ 
代表取締役 

片岡 靖雄 
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３．高圧ガスの保安（安全、防災、環境保全等）に関して 

① 保安に対する基本的な理念 

  高圧ガス保安法遵守に基づき、販売事業所として保安最優先を顧客及び社員に徹底し 

ています。社員の安全指導においては、法律順守は当然のこととしても頭ごなしではなく、 

ヒアリングを重視して、何に困っているか・より安全にするにはどうしたらよいかという、 

きめ細かな話し合いを心がけています。 

 

② 安全な職場作りの進め方 

 日常慣れた作業である、高圧ガス輸送にこそ、ケガや災害の危険が潜んでいるという

考えの下、点呼時の安全指導、車輛の始業前・始業後の点検、容器積み下ろし用パワー

ゲートの動作確認等、定期的な点検に力を入れています。 

 

③ ユーザーに対する安全指導の取り組み 

 お客様それぞれの生産体制の全体を把握したうえで、より安全な方法のご提案をでき

るよう心掛けています。 

 

４．最後に 

  愛知県高圧ガス協同組合・東海高圧ガス溶材組合連合会の役員として、自社だけでなく 

 会員の皆様、ひいては業界全体の経済的地位向上に向けて、微力ながらも貢献出来たらと  

 考え活動しております。ご協力をよろしくお願いいたします。    
 
 

     
          運行前点検                           社内安全講習会 
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［事業所訪問］ 

  「植物由来プラスチック製品のリーディングカンパニー」 

  ☆ ☆ ☆ リ ス パ ッ ク 株 式 会 社 ☆ ☆ ☆ 
 

 

令和５年１１月３０日、愛知県高圧ガス安全協会山田事務局長に同行いただき、愛知県

犬山市羽黒にある会員事業所の「リスパック株式会社犬山工場」を訪問しました。 

 

同社は、リスのプラスチックグループの一社として、食品包装容器の製造を行ない、製

品は全国のスーパー、コンビニエンスストアで販売されている食品に使用されています。

シート材から完成品の生産までの一貫生産体制で、多種多様な容器が提供されています。

ここで生産される容器は、弱い「力」でもフタが嵌めやすく外れにくい工夫など、独自技

術で利便性・機能性が向上され、多くのユーザーに高く評価されています。 

また、食品容器のため、衛生管理を最重要管理項目として生産工程に組み込み、安全・

安心で豊かな楽しい食生活を送れる社会の実現を目指しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ●会社概要 

 会 社 名   リスパック株式会社 

 本社所在地   岐阜県岐阜市神田町９丁目２７番地（大岐阜ビル） 

 設   立   １９７５年（昭和５０年）１１月４日 

 資 本 金   ６億３千万円 

  
  リスパック社で生産される食品包装容器（中身はサンプル） 
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 年   商   ２０２２年度 ５４８億円（グループ連結売上高１,１３５億円） 

 事 業 内 容     食品包装容器、飲料用カップ、デザート用カップの製造 

 工   場   犬山工場、群馬工場、関東工場、山梨工場 

 経 営 理 念     企業は一つの生活グループである。全社員がより幸福になるよう 

に、企業経営はすべて我々グループの生活の向上を期することが 

目的である。そして企業を通じて社会に奉仕することである。 

 
●植物由来プラスチックの導入 

  再生可能な資源を原料として作られる植物由来プラスチックを製品化し、石油資源

の温存、大気中の CO2 を増加させないなど環境負荷の少ない商品を導入しています。

２００５年、ポリ乳酸容器製造販売を皮切りに植物由来プラスチックを原料にした容

器製造に取り組みました。植物由来プラスチック製品の売上構成比は、２０２４年春

でグリーン比率５０％を目標に掲げ、２０２３年８月の時点では、グリーン比率４

７％を達成しています。更に関西工場の稼働を開始し、比率を向上させていく予定で

す。 

  なお、２０２２年１２月には「日本バイオマス製品推進協議会 第１２回普及推進

功績賞」を受賞されました。 

 ※グリーン比率とは、『バイオ素材容器＋リサイクル素材容器＋新たな環境対応素材容器』の売上比率のこと 

   
 

●安全への取組み（危険体感道場） 

  過去の痛ましい労災事例を受け、危険体感教育を従業員の必須項目にしています。

教育内容は、巻き込まれ体験、高温体験、プレス機体験など工場に潜む危険を実体

験できるものが準備されています。これらは、実際の事故事例に基づき危険体感教

育の講師が手作りで製作されたものです。お話を聞くと過去の労災事例の多くの場

合において、事故の原因が「機器の構造を知らないことに端を発している」とのこ

とで、危険体感教育では、機器の構造を知ることにも注力されておられました。 
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 これらの取り組みの成果もあり、労働災害は、年々減少しています。 

 

    
    エア圧プレス機器の挟まれ体験             巻き込まれ事例機器 
 

  
    コンベアへ巻き込まれ体験（筆者） 

 
 
 

●プラスチック製品のリサイクルへの取り組み 

  プラスチック製品の成形後に残る端材はもちろん、スーパーなどで回収した容器 

も集めてリサイクルセンターでリサイクルしています。リサイクルセンターはクリ

ーン度を確保した容器製品工場に影響しないように離れた場所に設置され、回収容

器から再生されたプラスチックはパレットなどの産業用資材に生まれ変わります。

かねてからスーパーの回収ボックスに集まった食品容器はどこへ行くの？と疑問に

思っていましたが、こうした地道な努力でリサイクルされ、資源の有効活用や廃棄

物削減に貢献していることを知り、食品容器を排出するときはきちんと分別して出

さなくてはと認識を改める体験でした。 
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リサイクルセンター                 再生後プラスチック 

 

 

    最後になりましたがご多忙中にもかかわらず対応いただきました佐藤様（写真中 

   央）、櫻森様、危険体感道場の和下様には紙面を借りて厚くお礼申し上げます。 

    
                              （広報部会 濱田 哲郎 記） 
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［施設訪問 その１２９］ 

家康が生まれた城 

☆ ☆ ☆ 岡 崎 城 ☆ ☆ ☆ 

 

 去る2023年11月22日（水）に愛知県高圧ガス安全協会山田事務局長に同行いただ

き、岡崎城を取材してきました。 

 

１．施設情報 

(1) 所在地  ：愛知県岡崎市康生町 561-1 岡崎公園内 

(2) 利用時間 ：9 時―17 時 

(3) 入館料  ：大人 300 円 

 

２．岡崎城と徳川家康 

岡崎城は戦国時代（1455 年）に西郷頼嗣が明大寺の地に砦を築いたのが始まりと

され、その後、徳川家康の祖父松平清康が矢作川と乙川の合流地点に突き出す竜頭

山と呼ばれた現在の地に本拠を移して以来、岡崎城と称されるようになった。 

徳川家康はこの岡崎城で生まれ、幼少期を過ごし、多くの伝説を残している。織田

家の人質を経て、岡崎城に戻り、ここを三河支配の拠点にした。 

家康が関東に移り、関ケ原の戦い後は歴代の譜代大名が岡崎城主となり、幕末まで

存続させたが、明治６年の廃城令により木造天守などは解体された。現在の天守は古

写真などを基に 1959 年に再建されたものである。 

 

(1) 岡崎城の特徴 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

石垣：各時代の石垣が混在しており、角石の稜 

   線を削り出し、一直線上に仕上げる「江 

   戸切り」も見られる 

お堀：敵の侵入を許さない曲線状の

深い堀 
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(2) 徳川家康生誕の地 

 

 

  

 

３．岡崎城天守展示物 

 

 

 

 

  

  鎧、刀剣類はここに写真を載せることができませんが、実物ならではの迫力を感じ 

 ます。また、天守２F には、最期の岡崎藩主を勤めた本多家から岡崎市に寄贈された 

 と伝わる城郭模型があり、往時の大規模な城郭をほうふつとさせます。ぜひ、現地を 

 訪れて実際にご覧ください。 

 

 

 

龍ヶ井：西郷氏がこの地に城を築いた 

    おり、井戸から龍が舞い上がっ  

    たと伝えられる 

産湯の井：竹千代誕生の際に使った  

     産湯を汲んだ井戸 

１F 天守台心礎・用材 

   岡崎城を支えた心礎 

２F 岡崎城の特徴（城郭模型）、刀剣 

 岡崎城の特徴がわかる城郭模型、

鎧、刀剣類の展示 
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３F 岡崎城下町、伝統産業 

   城下町模型、八丁味噌 

    

４F 岡崎城シアター 

江戸時代の城下町をプロジェクション 

マッピングで再現 

アイコンを踏むと壁のスクリーンに投

影される美しい映像と音楽を楽しめる 

５F 展望室 

三河の山河や岡崎城下が望める展望室 

八丁味噌発祥の店が見える 
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４．最後に 

 岡崎城は 2023 年 NHK 大河ドラマの舞台として有名になりました。 

徳川家康ゆかりの地を巡る観光コースや岡崎市内の寺社を巡る「おかまいり」、岡

崎伝統の八丁味噌の蔵など見所もあります。 

岡崎市、岡崎城を訪ね、戦国の歴史、大河ドラマの余韻を感じてはいかがでしょう

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

（広報部会 宮崎 記） 

東照公遺訓碑の前で、 

  宮崎、山田事務局長 

岡崎観光ガイドの会 会長の山本

さんに案内して頂きました 
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〔随筆〕 

･❖･❖･❖･和菓子シリーズ（２）和菓子あれこれ･❖･❖･❖･  

 

（元）ＫＨＫ中部支部 

 宮 地 義 博 

 

 会報第 151 号では和菓子歳時記と歴史のお話をさせていただきましたが、お話はもう少しあ 

ります。今回は和菓子シリーズ（２）として、「和菓子あれこれ」と題して面白い和菓子に接し 

て頂ければと思っております。 

         

 

 まずは、おかしいなと感じて頂くこと  

 ・饅頭には、なぜ『頭』と書かれるのか?       

    ・羊羹は、なぜ『羊』なの?         

    ・落雁は、なぜ『落ちる』?         

    ・もなかは、なぜ『最中』?         

    ・みたらし団子が、なぜ『御手洗』なのか?       

    ・大納言小豆が、なぜ『大納言』なのか?       

    ・小倉あんは、なぜ『小倉』と言う餡子なのか?     

    ・どら焼きは、なぜ『銅鑼』なのか?       

    ・ぜんざいは、なぜ『善哉』なの?       

    ・丁稚ようかんは、なぜ『丁稚』?       

    ・和三盆糖の『三盆』は何のこと?        

    ・羽二重餅の、『羽二重』って何?        

    ・ういろうは、なぜ『外郎』なの?       

    ・八ッ橋は、橋ではなくて本当は『琴』ではないの?     

    ・きんつばは、刀の鍔を模ったお菓子ですが、最初は「ぎんつば」だったって? 

    ・全国の温泉饅頭が、なぜ『茶色』ばかりなのか?      

    ・栗きんとんの『きんとん』って何？ 孫悟空と関係ないの～ 

 

 お茶の間でお菓子が出てきたら、何故かと問いかけると面白いかも。答えはインターネット  

で検索してください。諸説あって説明していると「嫌なおっさん」と思われる事もちょくちょ 

くありますので注意してください。 
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 日本三大～何とか(個人的な意見)ですが、和菓子の世界でもあるようです 

◎日本三大菓子処    ◎日本三大銘菓(様々な思い込みと組合せで個人差あり?) 

   ・京都府京都市     ・『越乃雪』   新潟県長岡市   

   ・石川県金沢市  ・『長生殿』   石川県金沢市   

   ・島根県松江市         ・『鶏卵素麵』  福岡県福岡市    

           ・『山川』     島根県松江市  

     

◎日本三大饅頭(歴史的な重みを個人的に) ◎日本三(四)大ういろう(お土産として?)       

   ・『志ほせ饅頭』  東京都中央区     ・『尾張ういろう』  愛知県 うるち米 

   ・『大手まんじゅう』岡山県岡山市      ・『山口ういろう』  山口県 わらび粉 

   ・『薄皮饅頭』 福島県郡山市   ・『阿波ういろう』   徳島県 和三盆糖使用

                   ・『小田原ういろう』 神奈川県 米粉  

            

          長生殿                 尾張ういろ 

 

お菓子の面白い名前とその由来     

『花供曽』(はなくそ) 

 お釈迦様に花を差し上げると言う意味の『花供御』が転化したもので、京都の真如堂で

毎年３月に行われる「涅槃会」において配られるお菓子です。「お釈迦様のはなくそ」をい

ただくことで無病息災とか穢れを落とすことで、ご利益をいただきます。 

『附子』(ぶす)        

附子とは、狂言の演目のひとつ。法主様の大事な水飴を、小僧さんたちが留守中に試

食と称して食べてしまうストーリー。法主様は留守中大事な水飴が小僧さんに食べられ

るのを防止するため、水飴を「附子」(毒・ぶす)と言って外出するが、小僧さんは推察

して附子を試しに食べてしまいます。京都府左京区岡崎の細見美術館だけにしかありま

せん。  

『蘇』(そ)        

      蘇は、日本最古のチーズ。牛より乳を出し、乳より酪を出し、酪より生蘇を出し、生

蘇より熟味を出し、熟味より醍醐を出す。天平時代の上古の香味として珍重されまし

た。しかし、その後は徐々に忘れられてしまいましたが、幸いにしてコロナ禍で再度醍

醐味の復活する兆しがあります。 
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『清浄歓喜団』(せいじょうかんきだん) 

 唐菓子の一つの団喜。米粉や小麦粉をお

供え物用に型取り揚げたもの(団喜・鎚子・

桂心・梅枝・桃枝・黏臍など)。2012 年の大

河ドラマ「平清盛」主演松山ケンイチの一

場面にも出演。 

『 餢飳 』(ぶと)    

      神饌菓子果餅１４種の内の１種。米粉や 

小麦粉を餃子のような形にしたお供え物用 

に揚げたもの。 

『蓬が嶋』(よもがしま) 

      饅頭の中に又饅頭が、通常の饅頭の 10倍 450g。不老不死の仙人が住む山(蓬莱山)を 

     イメージした縁起物。１号～３号では中に５つ。５号では中に７つも子供の饅頭が出現 

     します。 

      文政 10 年(1827 年)には、第百十九代光格天皇から水野忠邦に下賜されたことも、そ    

     の中には 50個の小饅頭が出てきたとか。「子持ちまんじゅう」として結婚式や出産祝い 

     に贈られるようです。 

『糊こぼし』(のりこぼし)      

      東大寺の開山堂に咲く椿に因んだ名前。３月１日～１４日にかけて行われる修二会、

お水取りの時期に合わせて作られます。奈良のお菓子屋さんでは、一斉に"椿"の模した

派手な菓子が店頭に並びます。しかし、各々のお店で名前は異なりますので注意して下

さい。その名は『南無観椿』『二月堂椿』『御堂椿』『良弁椿』『修二会の椿』『参籠椿』

そして『糊こぼし』      

『西湖』(せいこ)        

       蓮根菓子。蓮の花が咲き誇る中国杭州の景勝地「西湖」に因んだお菓子。夏場でも

美味しく食べられる繊細な味で、笹の葉二枚で挟んであるので笹の香も。 

『志古羅ん』(しこらん)       

      太閤秀吉が上京する際、木曾川畔に休憩の折この菓子を賞味され「その形兜の錣(し

ころ)に似てその香蘭の如し、街道一の銘菓なり」と仰せられ「しこらん」と名付け

ました。 

 

"芸術品"を創り出すアーティスト       

 材料が整うと職人さんの腕の見せ所。いろいろな四季の花や風物、キャラクターをつくっていく

ことが技量を問われることになります。大量生産になると木型を使用しますが、彩りや配分で和菓

子の嗜好・雰囲気を味わって貰うのも必要になるので同じ材料でも季節折々雰囲気を感じさせるの

も腕の見せ所です。使う道具は、押し棒や三角へら・竹串と裏漉し用の篩や細工鋏といったどこに

でもありそうな道具で芸術品を作りだします。それも同じ大きさ・同じ色合いで作っていきます

が、自分で作ると同じものを作ることの難しさがよく分かります。     

 

  清浄歓喜団（左）と 餢飳（右） 
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和菓子を"包む"        

 和菓子を箱詰めして乾燥剤で長持ちさせるように工夫されて販売されますが、最近ではプラスチ

ック製パックが多いようです。古い人間としては「竹の皮」で包んであるとちょっと嬉しい感じが

します。 

 餅などは、塩漬けされた「葉っぱ」で包んだものが好きです。桜の葉・柏の葉・笹の葉・茅(ち

がや)の葉などがよく知られていますが、山帰来(さんきら・猿取茨・サルトリイバラ・サンキラ

イ)の葉で包んだ江南の「餡麩三㐂羅」や長浜の「がらたて」・宇治の「さんきら団子」・滋賀の

「がらたて餅」「ぼんがら餅」・松坂の「がらたち餅」・「いばら饅頭」、みょうがの葉で包んだ美濃

の「みょうがばち」「みょうがぼち」大葉で包んだ「梅しそ餅」、源氏物語『若菜上』に因んだ椿の

葉で包んだ「椿餅」もいいですね。  

        
               餡麩三㐂羅                           みょうがばち 

和菓子の"分け方"        

 和菓子の種類として上生菓子・朝生菓子(朝生・あさなま)・干菓子があり、その他は駄菓子にな

ります。和菓子処の金沢などは「朝生」と言って当日食べるだけの数を朝購入して三時のおやつ時

までに食べてしまい、毎日同じようにお店屋さん行く日課になっているようです。   

 お茶席では、「濃茶」のときは"おも菓子"「薄茶・おうす」のときは"干菓子" 

製造法からは「餅もの」「蒸しもの」「焼きもの」「流しもの」「練りもの」「揚げもの」、干菓子の場

合は「打ちもの」「押しもの」「掛けもの」「焼きもの」「飴もの」など。   

    

"練り切り"と"こなし"        

季節の芸術品を創る素材に、 "練り切り"と"こなし"があります。   

『練り切り』は、主に関東方面で多用される素材で「白こし餡」に求肥や山芋などを入れて火にか

けてしっかりと切るように練り上げることから"練り切り"と言われています。 

『こなし』は、主に関西でよく使われていますが「白こし餡」に小麦粉や上新粉を混ぜ合わせ蒸し

あげ、熱いうちに砂糖などを混ぜ、固さを調整しながら揉み'こなす'ことから"こなし"と言いま

す。 

    

（筆者の）日本三大～何とか第二段 

 (筆者の個人的な意見)ですが、秋の栗があります。  

栗は、秋の和菓子を彩る大切な要素で、日本三大生産地は組合せで色々発表されています。輸入栗

も相当量確保されていますが、やはり和栗が品質としては貴重です。 
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◎日本三大「和栗」    

 ・岐阜県   中津川の栗        

 ・長野県   小布施栗      

 ・京都府   丹波栗 (京都府中部，兵庫県東辺一部，大阪府北辺一部) 

◎各県の年間生産量(平成２８年度)  全国生産量  １６，５００ｔ   

 １位  茨城県   岩間の栗 （3,740ｔ）    

  ２位  熊本県    （2,140ｔ）        

  ３位  愛媛県   中山栗  宇和島栗 （1,700ｔ）     

 ４位  岐阜県   中津川の栗 （744ｔ）          

  ５位  宮崎県   須木栗  紀美野栗 （675ｔ）      

 １２位  兵庫県   三田栗   （339ｔ）  

  

最近は、洋菓子の「モンブラン」も最高ですが、 

カキ氷モンブランも夏場はいいものです。 

でも、和菓子では、『栗羽二重』『栗蒸しきんつば』 

『栗すだれ』『栗きんとん』『栗蒸し羊羹』などたまり 

ません。『栗きんとん』は自作しますが割と簡単に出来 

ますよ。     

   

 近くに行ったら参考までに～     

伊勢(神宮)餅街道  

 ①赤福餅 ②二軒茶屋餅 ③へんば餅 ④太閤出世餅 ⑤神代餅 ⑥岩戸餅 ⑦さわ餅 

 ⑧安永餅 ⑨なが餅 ⑩関の戸   ⑪志ら玉  ⑫おきん餅  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 北海道神社(北海道)  判官さま 

〇 鹽竈神社(宮城)    志ほかま 

〇 南湖神社(福島)    南湖だんご  

〇 明治神宮(東京)    あんこクロワッサン 

〇 鶴岡八幡宮(神奈川)  麩焼煎餅 

〇 彌彦神社(新潟)    玉兎 

〇 日枝神社(富山)    朔日饅頭 

〇 柴田神社(福井)    羽二重餅 

〇 菅原神社(石川)    栢野の大杉草団子 

〇 諏訪大社(長野)    塩羊羹 

〇 三嶋大社(静岡)    福太郎 

〇 石清水八幡宮(京都)  走井餅 

〇 今宮神社(京都)    阿ぶり餅 

〇 北野天満宮(京都)   粟餅 

〇 御霊神社(京都)      唐板煎餅 

〇 多賀大社(滋賀)    糸切り餅 

〇 吉備津彦神社(岡山)  彦団子 

〇 春日神社(徳島)    瀧の焼餅 

〇 大宰府天満宮(福岡)  梅ヶ枝餅 

〇 宮地嶽神社(福岡)   松ヶ枝餅 

〇 祐徳稲荷神社(佐賀)  押し出し糸切り 

〇 宇佐八幡宮(大分)   やせうま 

〇 鵜戸神社(宮崎)    運だめし 

〇 霧島神宮(鹿児島)      鉾餅 

〇 赤穂城(兵庫)     しほみ饅頭 

〇 郡山城(奈良)      御城之口餅  

〇 当麻寺(奈良)      中将餅  

 

 

     自作の栗きんとん 
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 こんなものも面白い 

 締め括りに、「まんじゅう怖い」や「外郎売り」を御存知の方はその道に精通された方かなと？

         

      

・芸術品のお萩          ・飲んだ後は割ってお菓子     ・名前を知って！洲濱（すはま） 

おはぎの上にあんこで作った     として食べられる（抹茶器） 

お花をアレンジ 
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〔保安関連情報〕 

事故件数の推移（全国、平成元年～令和４年） 
 
 経済産業省産業保安グループ高圧ガス保安室作成の掲題の資料を紹介します。 
経済産業省ホームページにおいて公開されている、「高圧ガス事故件数の推移」、「人身事故

件数及び死傷者数の推移」、「令和４年の重大事故（死亡事故）」、及び「事故の原因分析」

などを抜き出したものです。 
（https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/koatsu_gas/pdf/025_01_00.pdf） 

  
 なお、重大事故：.LP ガス容器積載車両の事故に関する「例示基準の見直し」について

は同小委員会で資料７の改正案が公開されています。 

（https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/koatsu_gas/pdf/025_07_00.pdf） 

 
 
 

 
 
 
 
（出典：第 25 回 産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 高圧ガス小委員会資料より） 
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［法令解説］ 

  「高圧ガス保安法基礎シリーズ」（その７） 

 

 「高圧ガス保安法基礎シリーズ」の連載７回目となりました。 

 これは、高圧ガス保安協会の機関誌「高圧ガス」に２０１７年（平成２９年）８月号か

ら２０１８年（平成３０年）１２月号まで１７回に亘り掲載されたものであり、高圧ガス

保安協会より転載のご許可をいただき、順次掲載しております。 

 掲載年が少し前であることから、その後の法令改正等内容の変更、補足説明に関する愛

知県防災安全局防災部消防保安課産業保安室からのコメントを合わせて掲載いたします。 

 高圧ガス保安法はご承知のように高圧ガスに係る法体系の土台である大変重要な法律で

す。皆様方におかれましてはご存知の内容とは思いますが、今一度初心に立ち返り再度学

ぶことにより、安全且つ適正な高圧ガス業務遂行に少しでもお役に立てていただければ幸

いに思うところであります。 

  

 今回の転載につきご許可くださいました高圧ガス保安協会様並びにコメントをご寄稿く

ださいます愛知県防災安全局防災部消防保安課産業保安室様に誌面をお借りして厚く御礼

申し上げます。 

 

（今月の掲載内容） 

・高圧ガスの貯蔵と消費 
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高圧ガスの貯蔵と 消費

高圧ガスは「 貯蔵」 し て「 消費」 さ れるこ

と により ， 産業や医療をはじ めと するさ まざ

まな分野で利用さ れて， 我々の社会活動を支

えており ます。

今回は， 高圧ガスの消費と 貯蔵の概要につ

いて説明し ます。

高圧ガスの消費と は1

高圧ガスの消費については，「 高圧ガス保

安法及び関係政省令の運用及び解釈について

（ 内規）」 に以下のよう に定義さ れています。

　 高圧ガスの「 消費」 と は， 高圧ガスを 燃焼，

反応， 溶解等によ り 廃棄以外の一定の目的の

ために減圧弁等単体機器である 減圧設備のみ

によ り 瞬時に高圧ガスから 高圧ガスで ない状

態へ移行さ せる こ と 及びこ れに引き 続き 生じ

た高圧ガスで はな いガス を 使用する こ と を い

う 。

図 1 のよ う な 使用形態が， 高圧ガス 保安

法でいう 消費に該当し ます。

特定高圧ガスの消費2

高圧ガス保安法では， 高圧ガスの消費に際

三重県防災対策部 消防・ 保安課 予防・ 保安班　 専門主幹

中条 孝之

（消費の例） 

水素ガスを減圧弁で 14.7MPa（高圧ガス）から 0.8MPa（高圧ガスでない

状態）に圧力を変化させたのち、バーナーで燃焼させる。 

14.7MPa      0.8MPa 

バーナー 

Ｈ２ 

図 1
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50 高圧ガス

262

し て災害の発生を 防止するために特別の注意

を 要する高圧ガスを 「 特定高圧ガス 」 と し ，

高圧ガス保安法施行令（ 以下「 政令」 と いう 。）

第 7 条に以下のと おり 定めら れています。

政令第 7 条第 1 項

　 モノ シラ ン

　 ホスフ ィ ン

　 アルシン

　 ジボラ ン

　 セレン化水素

　 モノ ゲルマン

　 ジシラ ン

　 　 ※一般高圧ガス 保安規則（ 以下「 一

般則」 と いう 。） 第 2 条第 3 号で 特

殊高圧ガスと 定義さ れている。

政令第 7 条第 2 項

　 圧縮水素

　 圧縮天然ガス

　 液化酸素

　 液化アンモニア

　 液化石油ガス

　 液化塩素

また， 以下の者が「 特定高圧ガスを 消費す

る者」 と 定めら れており ， 事業所ごと に消費

開始の 20 日前ま でに都道府県知事に届け出

る必要があり ます（ 法第 24 条の 2）。

◦ 政令第 7 条第 1 項に掲げる高圧ガスを消

費する者（ 貯蔵量の裾切り なし ）

◦ 政令第 7 条第 2 項に掲げる高圧ガスを他

事業所から 導管により 供給を 受けて消費

する者

◦ 政令第 7 条第 2 項に掲げる高圧ガスを一

定量以上貯蔵し て消費する者

　 　 圧縮水素　 　 　 　 300 m
3

　 　 圧縮天然ガス　 　 300 m 3

　 　 液化酸素　 　 　 　 3,000 kg

　 　 液化アンモニア　 3,000 kg

　 　 液化石油ガス　 　 3,000 kg

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　（ 一部 10,000 kg）

　 　 液化塩素　 　 　 　 1,000 kg

特定高圧ガスの種類と 特定高圧ガスを 消費

する者（ 特定高圧ガス消費者） と の関係を取

り まと めたも のが， 図 2 になり ます。

ただし ， 事業所において液化石油ガスを消

図 2
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費する場合は， その消費の用途及び貯蔵量に

より 適用さ れる法令が異なり ます。

事業所において液化石油ガスを 冷暖房用，

飲食物の調理用， 風呂等の湯沸し 用に使用す

る場合， 液化石油ガスの保安の確保及び取引

の適正化に関する法律（ 以下「 液石法」 と い

う 。） 第２ 条第２ 項の「 一般消費者等」 に該

当し ます。 こ の場合， 液化石油ガスの貯蔵量

が 10,000 k g 未満の場合は液石法の供給設備

又は特定供給設備ですが， 液化石油ガスの貯

蔵量が 10,000 k g 以上の場合は高圧ガス保安

法の特定高圧ガス消費者と なり ます（ 政令第

7 条第 2 項）。

一般的に， 液化石油ガスを 冷暖房用や飲食

物の調理用に消費する場合は， 液石法が適用

さ れ高圧ガス保安法は適用さ れないと 思いが

ちですが， 貯蔵量によっ ては液石法ではなく

高圧ガス保安法が適用さ れますので， 注意が

必要です。

特定高圧ガスの消費施設と 貯蔵3

導管により 特定高圧ガスの供給を受け消費

する場合を 除き ， 特定高圧ガス消費者は特定

高圧ガスを 貯蔵し ていますので， その貯蔵量

によっ て第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の設

置に係る手続き が必要と なり ます。

圧縮水素， 圧縮天然ガス， 液化酸素， 液化

アンモニア及び液化石油ガスの特定高圧ガス

消費者は， 300 m
3
又は 3,000 k g 以上の高圧

ガスを 貯蔵し ていますので， 特定高圧ガスの

消費の届出及び第一種貯蔵所又は第二種貯蔵

所の設置の手続き が必要です（ 図2及び図3）。

特殊高圧ガス又は液化塩素の場合， 300 m
3

又は 3,000 k g 未満の貯蔵量で あっ て も 特定

高圧ガス消費者と なる場合があり ま すので，

こ の場合は特定高圧ガスの消費の届出のみと

なり ますが， 他の高圧ガス も 併せて貯蔵し ，

その合算し た貯蔵量が 300 m
3
又は 3,000 k g

以上と なる場合は， 第一種貯蔵所又は第二種

貯蔵所の設置の手続きが必要です。

用語等4

特定高圧ガスの消費者に係る技術上の基準

については， 一般則第 55 条及び液化石油ガ

ス保安規則（ 以下「 液石則」 と いう 。） 第 53

条に定めら れています。

技術上の基準の詳細については関係条文を

ご覧いただく こ と にし て省略し ますが， こ れ

ら の条文の各号に記載さ れている基準を 理解

するためには条文中に使われている用語の意

味を知っ ておく 必要があり ます。

特に， 次の用語については重要ですので注

意し てく ださ い。

貯蔵設備　 ： 高圧ガスを貯蔵する容器又は

貯槽

貯蔵設備等： 貯蔵設備， 導管及び減圧設備

図 3
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並びにこ れら の間の配管

消費設備　 ： 特定高圧ガスを消費するため

の設備（ 貯蔵設備等， 消費す

るガスが通る部分の設備）

消費施設　 ： 消費設備， ガス検知器， 散水

設備， 建屋， 事務所等

図 4 に水素を 消費する 場合を 例に， 貯蔵

設備， 貯蔵設備等， 消費設備の範囲を図示し

まし た（ 消費施設については省略）。

一般則第 55 条及び液石則第 53 条に定めら

れている技術上の基準には， こ れら の用語が

随所に記載さ れていますので， 図 4 を参考に

実際の消費設備の技術上の基準の適合状況を

確認し てく ださ い。

消費設備の基準と 貯蔵の基準5

特定高圧ガスの消費者に係る技術上の基準

については一般則第 55 条及び液石則第 53 条

に， 貯蔵の技術上の基準については一般則第

18 条， 第 21 条から 第 23 条及び第 26 条， 並

びに液石則第 19 条， 第 22 条から 第 24 条及

び第 27 条に定めら れています。

事業所における消費設備について， こ れら

の条文の各号に記載さ れている基準について

その適合状況を すべて確認する必要があり ま

すが， 以下の事項については特に注意し て確

認し てく ださ い。

◦ 静電気を除去する措置

　 静電気を除去する措置を 講じ る必要があ

るのは消費設備です。 高圧ガスが通る部

分（ 貯蔵設備等） だけではあり ません。

　（ 一般則第 55 条第 1 項第 25 号， 液石則

第 53 条第 1 項第 12 号）

◦ ガス検知器の設置

　 ガス検知器は消費施設に設置する必要が

あり ます。 高圧ガスが通る部分（ 貯蔵設

備等） の周辺だけではあり ません。

図 4

14.7MPa          0.8MPa 

バーナー 

Ｈ２ 

貯蔵設備 

     貯蔵設備等 

         消費設備 

減圧設備
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　（ 一般則第 55 条第 1 項第 26 号， 液石則

第 53 条第 1 項第 5 号）

◦ 防消火設備の設置

　 防消火設備は消費施設（ 液化塩素に係る

も のを 除く 。） に対し て設置する 必要が

あり ます。 高圧ガスが通る部分（ 貯蔵設

備等） に対し てだけではあり ません。

　 また， 貯蔵の技術上の基準には防火設備

の設置の規定はあり ませんが， 特定高圧

ガスの消費については， 容器を含む貯蔵

設備等に対し て防火設備を設置する必要

があり ます。

　（ 一般則第 55 条第 1 項第 27 号， 液石則

第 53 条第 1 項第 13 号）

定期自主検査6

第一種貯蔵所及び第二種貯蔵所には定期自

主検査が義務付けら れていませんが， 特定高

圧ガス消費者は定期自主検査の実施が義務付

けら れていま す。 高圧ガス製造者と 同様， 1

年に 1 回以上の実施が必要です。

中条孝之（ ち ゅ う じ ょ う たかゆき ）

© M PC
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【愛知県高圧ガス安全協会広報誌「会報」へのコメント】 

                  愛知県防災安全局防災部消防保安課産業保安室 

 

第８回 記事内容のポイント 

高 圧 ガ ス の

貯蔵と消費 

２ 特定高圧ガスの消費 

記事にもありますが、液化石油ガスの消費について、以下に該当する場合

は、特定高圧ガスの消費となりますのでご注意ください。 

貯蔵量 用途 

３，０００㎏以上 一般消費者等以外の用途 

１０，０００㎏以上 一般消費者等の用途 

 

※高圧ガス消費の規制（まとめ） 

以下のとおり規制がかかりますので、法令遵守の徹底をお願いいたします。 

◎特定高圧ガスの消費に対する規制 

・特定高圧ガス消費の届出【法第２４条の２第１項】 

消費開始の２０日前までに 

・取扱主任者の選解任の届出【法第２８条第３項】 

・従事者への保安教育の実施【法第２７条第４項】 

・技術上の基準の遵守、維持【法第２４条の３】 

・定期自主検査の実施、記録、保存【法第３５条の２】 

 

◎その他の消費に対する規制 

・技術上の基準の遵守、維持【法第２４条の５】 
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「環境リスク対策に取り組む事業所のためのヒヤリ・ハット事例集」について 

 

 富山県高圧ガス安全協会作成の「環境リスク対策に取り組む事業所のためのヒヤリ・ハ

ット事例集」の転載６回目です。「ヒヤリ・ハットとは」の説明は繰り返しませんので、会

報第１５０号の第３８ページをご参照ください。今回は、事例集の第１１，１２件目の事

例を抜き出して掲載しました。 

なお、各事例の見方について、富山県高圧ガス安全協会により、以下の注意書きがあり

ましたので、掲載します。 

 

・右肩部には、以下の分類による区分を標記しています。 

＜状  況＞ 運転時、受入作業時、充てん作業時、点検修理時、運転開始時、消 

費時、運搬時、その他 

＜主な原因＞ 認知確認ミス、誤操作、誤判断、作業基準不備、教育不備、情報提 

供不備、劣化・腐食、点検不良、整備不良、設計不良、製作上欠陥、 

材質不良、検査不良、外部衝撃、施工不良、指揮命令不備 

＜設  備＞ ポンプ・圧縮機、反応槽、貯槽、ＣＥ、気化器、配管系、容器、計装、 

計量、防消火設備、除害装置、スタンド、その他 

・各事例は、「概要」、「想定事故」、「概略図」、「原因」、「対策」の項目順にまとめて 

います。 

 

転載の許可をいただきました富山県高圧ガス安全協会にはこの場をお借りして厚く御礼

申し上げます。 
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運転時／劣化・ 腐食／その他

【 事例11】 外面腐食によ る 内面ラ イ ニングの剥離

ų ųಒ ᙲ
ȗ ȩ ȳ Ȉ Ʒ ɶ Ŵ ӕ Ʒ ϋ ◌ ǰ ȩ� ȩ Ǥ ȋ ȳ ǰ ƕ Ơ Ŵ�ᢃ᠃ ᥟ ᥟᲢ Უ◌ৢ ೞ  ெ◌ ெ◌ᣠ ᙌ ǹ е

Ǜ Ơ Ư ƕ Ƒ ƍ Ơ ƨ ŵᏵ ᣠ・ ・ 

ʙ◌े ܭ ・
ȷ ƴ ˺ Ʒ ͻՃ෩ ಅᘮ ᕤǑǔ

ȷ Ǜ ơ Ư ǁ Јᡫኒ ወ ဇ൦ ൦  ◌්・ πσ

ဦಒ  

 Ҿ ų ų
ȷ  ◌ Ʒ� Ʒ ࢨ ư� ϋ ◌ ǰ ȩ� ȩ Ǥ ȋ ȳ ǰ ƕ Ơ Ŵ� ƕ ƞ ƴ Ʒᥟ ᥟெ◌ ெ◌Ᏽ ᣠ Ᏽ・ ・ǹ е  ǒ

Ǜ ƞ Ƥ ƨ ŵ֨ ᘍ

ȷ ӕ Ʒ  ◌ Ʒ� ƕ җ Ў ư Ƌ Ƭ ƨ ŵፗ◌ৢ ೞ  ഥ ਜ਼᧸ᣠ Ᏽ ・ ɧ

ųݣ ų ሊ
ȷ ϋ ◌ ǰ ȩ� ȩ Ǥ ȋ ȳ ǰ Ʒ Ʒ ƨ ǊŴ  ◌� Ʒ  �Ǜ ŵೞ  ഥ᧸Ᏽ ᘺ・ ・ǹ   ǔ

ȷ  ◌� Ǜ ƴ Ƣ ŵཞ
ႎඞ ౨ໜᏵ ・ܭ ・ ǔ
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運転時／外部衝撃、 認知確認ミ ス／Ｃ Ｅ

【 事例12】 氷塊によ る 送ガス 蒸発器出口配管の損傷

ų ųಒ ᙲ
҄ Ʒ Ǭ Ʒ Ј ӝ ƕ Ŵ Ʒ ˯ ƴ Ǔ ƴ Ơ ƨᡛእ ሥᲽ Ჿᆷ ◌ႆ ◌ ႆ ◌ႆဃ෩ ൧  ภᔕ ᣐ ᔕϤ ǹܓ  Ǒ  

Ʒ ƴ Ƭ Ư Ǖ ƕ Ǔ Ŵ Ơ ƨ ŵ৵ᓳ ・ ・ɦ Ǒ  

ʙ Ʒ ƴ Ǭ Ʒ Ƒ ƍሥ እᄊ ᆷ◌े ᣐܭ ・ ・ ・Ǒǔ ǹ

ဦಒ  

 Ҿ ų ų ȷ ƴ ˄ Ơ ƨ ◌� Ǜ ư Ɣ Ơ Ư ƍ ƨ Ŵ� Ʒ ƕ ƴ Ơ ƨ ŵሥბ◌ႆ ൧  ൦ ൧  ◌๋ᔕ ᢿ ᣐ ᓳ Ǎ ɟ ɥ ɦ

ȷ Ʒ ƴ ƭ ƍ Ư Ŵ ү ʖ ƕ ư Ɩ Ƴ Ɣ Ƭ ƨ ŵჷ Ტ Უ൧  ᨖᓳ ɦ - ;

ųݣ ų ሊ
ȷ ƴ ͻ Ʒ ǵ ȝ ȸ Ȉ ǫ Ȑ ȸ Ǜ Ƣ ŵሥ ፗဇഥ᧸ᣐ ᚨ・ ǔ

ȷ ˺ Ʒ Ǜ  �Ƣ ŵಅ  ܱ◌ ・ ・Э- ; ǔ
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［愛知県防災安全局防災部消防保安課産業保安室からのお知らせ］ 

 

☆☆令和５年度高圧ガス保安講習会について☆☆ 

愛知県防災安全局防災部消防保安課産業保安室は、高圧ガスの保安確保を図るため、第一

種製造者（一般則、液石則及びコンビ則）等を対象とした保安講習会を下記のとおり実施します。 

 

記 

＜会場開催＞ 

日   時     令和６年３月５日（火） 午後１時３０分から 

場   所     愛知県産業労働センター（ウインクあいち）大ホール 

           名古屋市中村区名駅４丁目４－３８ 

内   容     令和５年度中に実施した保安検査の結果及び高圧ガスに係る事故の発

生状況等について 

 

＜動画配信等＞ （予定） 

  日   時     令和６年３月５日（火） 午後１時３０分から動画中継 

  内   容     同上 

 

 

☆☆令和６年度高圧ガス保安検査について☆☆ 

愛知県防災安全局防災部消防保安課産業保安室より、例年第一種製造者（一般則、液石則及

びコンビ則の適用を受ける事業所のうち特定施設を有する者であって、コールド・エバポレータの

みの特定施設を有する者を除く）へ御案内しております翌年度の保安検査日程につきましては、

令和６年２月頃の送付を予定しております。 

 また、送付時に令和５年度高圧ガス保安講習会開催の御案内もあわせて送付させていただく予

定です。 
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［名古屋市消防局からのお知らせ］ 

名古屋市消防局予防部規制課保安係 

 

☆☆名古屋市高圧ガス保安講習会の中止について☆☆ 

 

毎年開催しております、名古屋市高圧ガス保安講習会については、令和 6 年能登半島地震へ

の対応のため、今年は中止いたします。 

なお、法令改正等に伴い「名古屋市からの連絡事項（令和 5 年 2 月）」を変更予定です。

変更次第、名古屋市公式ウェブサイトに公開し、別途ご案内します。 

 

☆☆令和６年度高圧ガス保安検査について☆☆ 

 

例年、名古屋市が保安検査を実施する予定の第一種製造者へご案内しております翌年度

の保安検査日程につきましては、令和６年２月中の送付を予定しております。 

 

☆☆電子申請について☆☆ 

 

名古屋市消防局では、電子申請への対応を進めています。高圧ガス保安法に関する手続き

については、手数料が必要なものを除き、ほとんどの届出、申請の電子申請が可能です。既

に多くの方にご利用いただいています。 

電子申請であれば、ご来庁不要で、担当者と予定を合わせる必要もありませんので、ぜひ

ご利用ください。詳細については、名古屋市公式ウェブサイトをご確認ください。 

 

  ＵＲＬ https://www.city.nagoya.jp/shobo/page/0000160531.html 

   

 

  ＱＲコード 
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［協会事務局だより］ 

 

愛知県高圧ガス安全協会の動向 
 

☆ 入会等（令和 5 年 8 月 1 日～令和 5 年 11 月末） 
              令和 5 年 11 月末日現在 会員数４３５社（５２５事業所） 

事業所名 区分 所在地名 電話番号 
フタバ産業株式会社 
知立工場 第一種 〒472-0021  

知立市逢妻町道瀬山 110  
0566-81-1851  

 

☆ 社名・事業所名・所在地名等の変更 
 
１．社名・事業所名の変更 

新 旧 電話番号 
アイシンシロキ株式会社 
豊川工場 

シロキ工業株式会社 
豊川工場 

0533-93-4141 
（変更なし） 

三菱ケミカル株式会社 
東海事業所 

三菱ケミカル株式会社 
愛知事業所 

0532-64-2235 
 

 

 

☆協会日誌 

05/8/1   移動防災講習会打合せ          於：(一社)愛知県ＬＰガス協会 

2  事業所訪問                 於：新東工業㈱（豊川市） 

 22  防災事業所通報訓練(第 1回)              於：成瀬酸素運輸㈱ 

24  ＣＥ委員会                 於：愛知県産業労働センター 

24  防災事業所通報訓練(第 2回)              於：中電輸送サービス㈱ 

 26  高圧ガス輸送従事者保安講習会       於：名古屋国際会議場 

 29  毒性・特材ガス委員会            於：愛知県産業労働センター 

29  防災事業所通報訓練(第 3回)             於：㈱アガガスネットワークサービス 

 31  防災事業所通報訓練(第 4回)          於：中日本マルエス㈱ 

9/5   防災事業所通報訓練(第 5回)           於：安藤運輸㈱ 

7  防災事業所通報訓練(第 6回)         於：㈱丸三運輸 

11   移動防災講習会打合せ（会場下見）    於：愛知県産業労働センター 

 13  コンビナート部会              於：愛知県産業労働センター  

20  運輸部会                 於：愛知県産業労働センター 

 26  愛知県高圧ガス移動防災講習会          於：愛知県産業労働センター 

27   国家試験直前講習会(丙種化学特別)    於：名古屋国際会議場 

  10/3  毒性・特材ガス委員会           於：愛知県産業労働センター 

 12  ＣＥ委員会                於：愛知県産業労働センター 

  13   運輸部会研修会                         於：富山県高圧ガス移動防災訓練 

見学（砺波市） 
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19   広報部会                 於：web 開催 

  24   第 60回愛知県高圧ガス保安大会         於：愛知県産業労働センター 

 26   令和 5年度中部高圧ガス保安団体連合会世話人会 於：KHK 中部支部会議室 

11/1  コンビナート部会・広報部会合同研修会  於：青山高原ウインドファーム 

9  高圧ガス消費事業所保安講習会（第1 回） 於：名古屋国際会議場 

12    令和 5年度高圧ガス国家試験        於：愛知県内 

14    運輸部会訓練反省会他          於：名古屋市中村区 

15  令和 5年度中部高圧ガス保安団体連合会総会 

                          於：名鉄グランドホテル 

       第 37回中部高圧ガス保安大会       於：名鉄グランドホテル 

   16  水素ガス製造・消費事業所保安講習会    於：愛知県産業労働センター 

  17  充てん・容器再検査委員会        於：愛知県産業労働センター 

21  高圧ガス消費事業所保安講習会（第 2回） 於：刈谷市産業振興センター  

22   施設訪問（広報部会）           於：岡崎城(岡崎市) 

30  事業所訪問（広報部会）         於：リスパック(犬山市) 
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☆☆協会主催の高圧ガス保安講習会の開催報告☆☆ 
１．国家試験直前講習会(丙種化学特別)：法令 製造保安責任者試験受験者対象 

   （受講者数３７名） 

   日時  令和５年９月２７日（水）  

   場所  名古屋国際会議場  

   内容  高圧ガス保安法及び関連法規解説並びに過去問の解説 

 （令和６年度は９月２５日（水）に開催します。 ほかに【よくわかる計算問題の解き方(乙種／丙特) 

                                    解説セミナー】も予定します。） 

２． 水素ガス製造・消費事業所保安講習会 

   （受講者数４７名 （＊うち３１名は web 配信で受講）） 

   日時  令和５年１１月１６日（木）  

   場所  愛知県産業労働センター 及び zoom による web 配信 

   内容  ① 高圧ガス保安法及び関連法規 

② ＤＶＤ「移動防災訓練－水素燃焼実験」 

③ 水素の取扱いについて 

 

３．高圧ガス消費事業所保安講習会 

 （受講者数２０５名） 

    （愛知県高圧ガス協同組合と共催） 

  日時 令和５年１１月９日（木）、２１日（火）の２回開催 

 場所 １１／９：名古屋国際会議場、１１／２１：刈谷市産業振興センター  

内容   ① 高圧ガス保安法及び関連法規 

       ② ＤＶＤ「消費者向け保安講習ビデオ」 

       ③ 「高圧ガス消費者保安講習会テキスト」の解説 

 
 
 

 

当協会広報部会では、会報誌にシリーズで掲載しております「私

の趣味」、「随筆」に関する寄稿を会員の皆様から募集致します。 

内容については、特にジャンル等を問いません。字数等を右記に

記しますので奮ってご応募いただきますようお願い致します。 

詳細については、当協会事務局までお問い合わせ下さい。 

☎052-485-6619  ✉ a-ka@chive.ocn.ne.jp. 

＜標準的内容＞ 

・字数 44 字 x42 行（1 頁分程度）の 2～4 頁程度 

・掲載写真のスペースも含めた頁数です。 

・文については、ワードかエクセルで作成いただ

くようお願いします。 

・寄稿文には、タイトルを付けていただくようお願

いします。 
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［お知らせ］ 

◇高圧ガスの国家資格取得を目指す方に。 
  協会では、高圧ガス製造保安責任者試験の受験者（主に丙種化学特別）を対象に、【法令】に 
 関する補習講習会を毎年実施してまいりましたが、計算問題が苦手だ、正しい解き方を対面授  
 業で学びたいという方のために KHK 中部支部との共催で【よくわかる計算問題の解き方(乙種   
 ／丙特)｣解説セミナー】を開催することになりました。詳しくは「協会HP講習案内」↓でご確認

ください。 
 

実施日 講習レベル 会 場 受 付 
5/28 乙種（機械・化学） ＩＭＹビル９階 

中会議室 
 3/26～ 

6/18 丙種（化学）特別 ＩＭＹビル９階 
中会議室 

 3/26～ 

                               

◇高圧ガス従事者の再教育講習の予定（令和５年度分）◇ 
 対象の会員事業所には別途ご案内致しますが、案内がご入用の方は、当協会までお問い合わせ

ください。案内は協会のホームページにもあります。 
 
実施日 講習の種類 会 場 受 付 
2/16 販売事業所保安講習会 名古屋国際会議場 愛知県高圧ガス協同組合

で受付けます。 
3/15 第二種製造事業所 

（CE 設置）保安講習会 
愛知県産業労働セン

ター 901 会議室 
協会HP講習案内 ↑にてご確

認ください。 
    

◇令和６年度愛知県高圧ガス安全協会定時総会の予定 
令和６年度当協会の定時総会を以下の通り予定しています。 
ご多忙とは存じますが、多数ご出席賜りますよう、あらかじめご案内申し上げます。 
  期  日  令和 6 年 5 月 22 日（水）15 時 00 分開始 
  場  所  愛知県産業労働センター（５階）小ホール（中村区名駅 4-4-38） 
  内  容  表彰式、議事、講演会 

  また、総会終了後、受賞者を交えての懇親会を行う予定です。（有料）  

 

◇令和６年度上期 高圧ガス保安協会（ＫＨＫ）講習・検定の予定について 

  問合せ先：高圧ガス保安協会教育事業部 電話 03-3436-6102 

       自動音声が流れますのでガイダンスに従って④を選択してください。 

 

  現時点で令和６年度の講習・検定の予定が入手出来ておりません。 

  丙種化学（特別）などの資格講習、高圧ガス保安係員義務講習などほとんどの講習がオン 

 ライン化されました。申込みがインターネットでの受付に限定されますのでご注意ください。 

     インターネットによる受付： ＫＨＫのホ－ムペ－ジから受付（２４時間対応） 

      ＫＨＫのホームページアドレス  https://www.khk.or.jp/  にてご確認ください。 

   高圧ガス保安協会が発行する講習会開催のご案内もご参照ください。  

 

 ※オンライン講習についても、講習テキストは従来通り当協会で購入することができます。 

特に会員の方は当協会から購入して頂けるようにお願いします。 

    テキストの購入は当協会ホームページ http://ankyo-aichi.jp/ 

   「図書のご案内」ページから、又はＦＡＸでご注文ください。                                    

  
 協会 HP講習案内 
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図　　　　　書　　　　　名 発行/改訂年 備　　　　　考

  一般高圧ガスに関する製造許可申請等手続の案内  平成19年

  一般高圧ガスに関する販売事業届等手続の案内  平成22年２月

  高圧ガス消費基準（液化塩素）  平成13年

  高圧ガス消費基準（特殊ガス）  平成22年２月

  高圧ガス消費基準（特殊ガス）日常点検実施マニュアル  平成27年２月

  毒性ガス消費基準（小口消費事業者用）  平成24年３月

  高圧ガス容器再検査基準  令和元年11月

  ＣＥに関する基準類（規範）　（第一種製造事業所）  平成29年2月

  ＣＥに関する基準類　 　　　　（第二種製造事業所）  平成26年２月

  ＣＥ設置事業所における危害予防規程（規範）  平成30年9月

  酸素・アセチレン・炭酸ガスの取扱い方  平成12年

　圧縮空気の取扱い方  平成８年

　水素ガスの取扱い方  令和５年11月 令和５年改訂新版

　高圧ガス保安講習会テキスト

　　　　　　　（コールド・エバポレータの取扱い手引き）  

　高圧ガス保安講習会テキスト

　　　　（酸素・窒素・アルゴン及び炭酸ガスの安全マニュアル）

　高圧ガス移動監視者等再講習テキスト  令和３年８月

新版発行

 令和５年３月

 平成18年２月

愛 知 県 高 圧 ガ ス 安 全 協 会  　発 行 テ キ ス ト ・ 図 書 類 の 紹 介

令和５年改訂新版
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愛知県高圧ガス安全協会会員各位 

 

協会長表彰候補者の推薦依頼について 
 

毎年5月に実施される当協会定時総会において、協会長表彰規程にもとづき、第50回協会長表彰 

を実施致します。 

つきましては、下記の「協会長表彰候補者推薦要領」をご参照のうえ、表彰に値する候補者また 

は事業所をご推薦下さい。 

なお、選考手続きの関係上、推薦書類は3月1日（金）までに協会事務局着にてご送付下さいます 

よう併せてお願い致します。 

記 

協会長表彰候補者推薦要領 

（１）表彰種別 

１．優良保安監督者 

２．優良保安従事者 

３．保安功労者（優良保安監督者、優良保安従事者の中から選考する） 

４．特例による表彰者 

５．優良事業所 

このうち３以外の１．２．４．５についてご推薦下さい。 

（２）推薦の目安となる基準 

「愛知県高圧ガス安全協会長表彰選考要領」     → 

の選考基準に該当していると考えられる個人、事業所についてご推薦下さい。 

注1）経験年数とは：愛知県内での通年経験年数 

注2）監督業務の経験年数とは：高圧ガスの法定責任者（保安統括者、保安技術管理者、保安企画推進 

  員、保安主任者、保安係員、およびその代理者を含む、販売主任者）に選任され、保安監督業務 

  に従事した期間の通年をいいます。 

（３）推薦様式 

様式は、選考要領の様式１～様式７を使用して下さい。→ 

   お問い合わせくださればメール添付でワード版の様式 

   もお送りできます。 

 

（４）経歴書の記入についてのお願い 

被表彰候補者経歴書のうち職歴（高圧ガス関係を主体として）の項については、明確かつ 

具体的に記載して頂くようお願いします。 

ご不明な点は事務局へお尋ね下さい。 

    協会事務局 〒450-0002 名古屋市中村区名駅四丁目4-38  

           愛知県産業労働センター17階 愛知県高圧ガス安全協会 

           TEL： 052-485-6619    FAX： 052-485-6634 

           E -mail： a-ka@chive.ocn.ne.jp 

HP :    http://ankyo-aichi.jp/  

                 以上 

    
推薦書様式1-4      様式 5-7 

 
 選考要領 
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迎春 

 

 

 

 

愛知県高圧ガス安全協会 
会 長   丸 本 悦 造  理 事  浅 野 朝 郎 

副会長    石 井 浩   〃   飯 田 哲 郎 

〃  竹内 聡一郎  〃   今 井 信 治 

〃  浦 野 秀 信  〃   佐 藤 秀 雄 

〃  石 川 雅 一  〃   河 合 昌 人 

理 事  原 田 敬 生  〃   佐 藤 吉 伸 

〃  松 原 好 成  〃   丹 羽 正 治 

〃  田 崎 政 秀  〃   丸 山 育 利 

〃  兵 頭 修 巳  〃   勝 谷 元 揮 

〃  片 岡 靖 雄  〃   太 田 義 彦 

〃  大 嶋 久 邦  〃   滝 平 憲 治 

〃  鋤 柄 喜 彦  〃   山 口  純 

〃  南 場 勉   〃   浅 田 昌 樹 

〃  山 口 康 啓   監 事  小 林  孝 

〃  陣 内 孝 教    〃   高 橋  陛 

〃  加 藤 昌 史   

事務局員一同 

 

 

明けましておめでとうございます 

今年も、会員皆様の協力のもとに活動を進めて参ります 

ご支援宜しくお願いいたします。 

２０２４年 新春 
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☆

☆

☆

☆
 

☆

☆

☆

☆

☆

※

 発行日 令和６年１月２０日
 発行者 愛知県高圧ガス安全協会 広報部会
     〒450-0002 名古屋市中村区名駅四丁目4-38
     愛知県産業労働センター17階
     TEL（052）485-6619 FAX（052）485-6634
     E-mail：a-ka@chive.ocn.ne.jp
     HP：http://ankyo-aichi.jp/

　　編集後記

   第 １５２号

新年あけましておめでとうございます。皆さま健やかに新春をお迎えのこととお慶び申し上げま
す。
巻頭言では、愛知県高圧ガス安全協会丸本会長、愛知県大村知事、名古屋市河村市長より、新春
を迎えてのご挨拶を頂戴しました。誠にありがとうございます。
９月に開催された愛知県高圧ガス移動防災講習会では、例年実施している高圧ガス移動防災訓練
関係者270 名が集まり、各講習を通じて防災訓練の目的と重要性を再認識する貴重な機会となり
ました。来年からの移動防災訓練に反映されることと期待します！
１０月には愛知県高圧ガス保安大会が開催され、令和５年度高圧ガス保安関係保安功労者等知事
表彰の表彰式が行われ、当協会からは株式会社加藤熔材の加藤様が表彰されました。また、同じ
く１０月の高圧ガス保安全国大会では、当協会の株式会社松原商店の松原様が保安功労者とし
て、大豊商事株式会社様が優良販売業者として、それぞれ高圧ガス保安協会会長表彰を授与され
ました。皆様おめでとうございます！
事業場トップに聞くでは、株式会社マルタキの片岡様にお話を伺いました。保安最優先のための
社員とのきめ細かな話し合いなど、素晴らしい取り組みをされています。
事業所訪問では、リスパック株式会社犬山工場を紹介させて頂きました。講師の方が製作した装
置を用いた危険体感教育を従業員の必須項目にしており、危険感受性のみならず、過去の事故原
因分析から“機器の構造を知る”ことにも注目した取り組みの成果で労働災害は年々減少してい
るとのことです。大変参考になります。
施設訪問では、「岡崎城」を取材させて頂きました。2023 年NHK 大河ドラマの舞台としても再
注目されていますね。本記事も参考に、見所多い岡崎市、岡崎城をぜひ訪ねてみてください。
随筆では、本号も安全協会の活動に長い間関わってこられた宮地様に「和菓子」について語って
いただきました。今まで知らかなった和菓子の魅力について興味を持った方も多いと思います。
ありがとうございました！
最後に、当協会は今後も変わらず高圧ガスに携わる皆様にとって有益な情報を適宜掲載していき
たいと思います。引き続きのご愛読よろしくお願いいたします。

令和6年1月1日夕刻に発生した能登半島地震によって、犠牲となられた方々のご冥福を
お祈り申し上げますとともに、被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。
本会報は、昨年末までに完成しており、各位からお寄せいただいた記事において、今回
の地震に関する情報や配慮を反映できておりませんことを深くお詫び申し上げます。
容器の散乱や地盤の液状化に伴うタンクの傾斜など、高圧ガスに関する被害状況もいま
だ、全容が明らかになっておりませんが、当地からの派遣応援も続々と行われていると
伺っております。被災地の一日も早い復興をお祈り申し上げます。
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http://ankyo-aichi.jp/



